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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.17（医療分）】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

301,798千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 分娩取扱医療機関 

事業の期間 平成 3０年４月１日～令和２年３月 31日 

☑継続 ／ 終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県の医師数は、全国的にみると恵まれた状況であり、産科・産婦人科の医師数は

微増傾向にあるが、地域によっては偏在が見られる。 

アウトカム指標： 

・ 手当支給施設の産科・産婦人科医師数：前年度実績（H29：377 名、H30：

425名（手当支給医師数））を上回る 

・ 分娩 1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数： 

11.08人（H28）→増加を図る 

事業の内容 

（当初計画） 
産科医等に対し支給される分娩手当等への財政的支援を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・ 手当支給者数：621名（H29実績）、658名（H30実績）以上 

・ 手当支給施設数：65施設（H29実績）、66施設（H30実績）以上 

アウトプット指標 

（達成値） 

・ 手当支給者数：641名（R1） 

・ 手当支給施設数：63施設（R1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後1年以内のアウトカム指標：①手当支給施設の産科・産婦人科医師数②

分娩 1,000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 

観察できなかった 

観察できた   → 参考数値：①H30：425名→R1：415名    

                    ②H28：11.08人→H30：11.12人 

（１）事業の有効性 

 手当という形で産科医等の所得を支援し、処遇改善を推進することで産科医等の確

保につなげることができる。 

（２）事業の効率性 

 分娩手当の支給実績に応じて補助を実施することにより、産科医療機関における分娩

手当の導入を促進し、実際に分娩を取り扱う産科医等の処遇改善を効果的に推進でき

る。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.20（医療分）】 

小児救急医療電話相談事業 

【総事業費】 

91,885千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 福岡県（委託） 

事業の期間 平成 30年４月１日～令和 2年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

不要不急な時間外受診による小児科医の負担を軽減するため、かかりつけ医

が診療を行っていない夜間・休日における小児の急な病気やケガに関する保護者

等の不安を軽減する必要がある。 

アウトカム指標：小児初期救急患者数の抑制（H27:159,385名→H30:15

６,994名→R1:156,000名（見込み）） 

事業の内容 

（当初計画） 

夜間・休日における小児の急な病気やケガに関する保護者等からの電話相談

に対し、看護師又は小児科医が対処法について助言することで、保護者等の不

安軽減を図るとともに、救急医療機関への集中を緩和し、小児科医の負担軽減

や患者の症状に応じた適切な医療機関の提供を図る。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 
・ 小児救急医療電話相談件数：５万件 

アウトプット指標 

（達成値） 
・ 小児救急医療電話相談件数：５８，６９４件（Ｒ1） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：小児初期救急患者数の抑制 

観察できなかった 

観察できた → 指標：(H29）157,791名→(R1）156,000名(見込み)   

（１）事業の有効性 

 電話相談件数は、毎年3万件前後を推移していたが、平成27年度の相談時

間拡大により、平成 28 年度以降、5 万件以上の相談を受けており、また、相談

者が納得した件数（58,666 件（99.95％））からも、当該事業のニーズ及び

有効性は高く、県内全域において活用されていると言える。 

（２）事業の効率性 

 当該事業は保護者の不安軽減を図るだけでなく、県内全域を対象として夜間・

休日の電話相談を受け付けることにより、効率的に小児科等各医療施設の負担

を軽減することができる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.38（医療分）】 

ナースセンターサテライト事業 

【総事業費】 

106,616千円 

事業の対象となる区域 全区域 

事業の実施主体 福岡県（委託） 

事業の期間 平成 30年４月１日～令和 2年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

2025 年に向けて、高齢化等により医療需要が増大すると推計されており、地域の実

情に応じたあるべき医療提供体制を構築していくためにも、子育て等により離職した看護

職員の復職を促進することで、将来必要とされる看護職員を確保していくことが急務であ

る。 

アウトカム指標：ナースセンターサテライト利用者の再就業者数の増加（H30:889 人、

R01：900人) 

事業の内容 

（当初計画） 

平成 27 年 10 月から看護職員の離職時届出制度が開始された。これに先立ち、本

県では県ナースセンターのサテライトを４ヶ所設置し、看護職員の確保の充実を図る。

(H26:２ヵ所設置、H27:２ヵ所設置) 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・ ナースセンターサテライト利用者の増加（H29:12,867 人、H30：13,434 人、

R01：13,500人) 

アウトプット指標 

（達成値） 
・ ナースセンターサテライト利用者の増加（Ｒ1:14,504人) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：ナースセンターサテライト利用者の再就業者数

の増加 

観察できなかった 

観察できた  →  指標：879人(H29) → 909人(R1) 

 

（１）事業の有効性 

ナースセンターのサテライトを設置し、地区毎の看護職員確保のニーズに対応することで

効果的な看護職員の復職を促すことができた。 

（２）事業の効率性 

各サテライトにて対面による面談だけでなく、こまめな電話連絡やメールによる相談・問

合せに対応して利用者の利便性の向上を図り、利用者の増加に繋がった。 

その他  


